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　皆野町には住んでいるからこそ、気づかない魅力
が多くあります。町民である皆さんにもぜひお伝え
したいです！
　皆野町観光協会と『友だち』になってください。
　Facebook でも観光 PRしています。

日　時　�９月17日（日）　　　　　　　　　　　　
開場：午後１時　開演：午後１時30分

場　所　秩父宮記念市民会館

内　容　林家たい平師匠寄席
　　　　鉄道ものまね芸人立川真司トークショー
　　　　秩父屋台囃子演奏
　　　　龍勢まつり「口上」披露
　　　　ジャズ演奏、秩父第二中学校合唱　など
　　　　※内容は変更となる場合があります

費　用　無料（全席自由席）

申込み　�８月１日（火）午前10時から８月21日（月）
まで　　

　　　　WEB予約限定
　　　　http://www.chichibu -railway.co.jp/
　　　　※�皆野町在住のかたに限ります　　　　

応募者多数の場合は抽選となります

　第十回特別弔慰金の請求期限が近づいています。
　平成30年４月２日までに、ご請求ください。
　請求期限を過ぎると、第十回特別弔慰金を受ける
権利がなくなりますので、お早めにご請求ください。

支給対象となるかた
　平成27年４月１日（基準日）において、「恩給法に
よる公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法
による遺族年金」などを受けるかた（戦没者の妻や
父母など）がいない場合に、以下の順位で先になる
ご遺族お一人に支給されます。

支給内容
国債名称　　第十回特別弔慰金国庫債券　い号
額　　面　　25万円（５年償還）

皆野町観光協会公式
LINE@
・アカウント名：皆野町観光協会
・ID：@oye0747v

・アカウント名：皆野町観光協会

皆野町観光協会公式
Facebook

問合せ　観光協会（産業観光課内）　☎62-1462

皆野町観光協会で［LINE@］始めました！

問合せ　秩父鉄道㈱企画部　☎048 -523 -3313

戦没者などのご遺族の皆さんへ

請求窓口・問合せ　
健康福祉課　福祉介護担当　☎62-1233

支給対象者は、戦没者などの死亡当時のご遺族で
�１．�平成27年４月１日までに戦傷病者戦没者

遺族等援護法による弔慰金の受給権を取
得したかた

�２．戦没者などの子
�３．�戦没者などの①父母�②孫�③祖父母�④兄

弟姉妹
※�戦没者などの死亡当時、生計関係があったこ
となどの要件により、�順位が入れ替わります。

�４．�上記１から３以外の戦没者などの三親等
内の親族（甥、姪など）

※�戦没者などの死亡時まで引き続き１年以上の
生計関係があったかたに限ります。

林家たい平 師匠　特別寄席

影森駅開業100周年記念
SL運行30周年＆御花畑・


